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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、下関市立大学学則（平成１９年規則第１号）第９条第２項の規

定に基づき、下関市立大学附属図書館（以下「図書館」という。）の管理運営等につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 図書館は、図書その他の資料を収集、整理、保存して、本学における教育及

び研究に役立てるとともに、広く学術の発展と地域の文化の向上に寄与することを

目的とする。 

（図書の種別） 

第３条 図書館が管理運用する図書及び資料（以下「図書」という。）は、取扱上次の

ように分ける。 

(1) 一般図書（特殊図書以外の図書） 

(2) 特殊図書（辞書、事典、年鑑、諸統計書、指定図書、貴重図書の類） 

(3) 一般資料（逐次刊行物、パンフレット、新聞の類） 

(4) 特殊資料（マイクロ資料、視聴覚資料、電子ジャーナル、電子計算機用資料の

類） 

（利用者） 

第４条 図書館を利用することができる者は、次のとおりとする。 

(1) 下関市立大学（以下「本学」という。）の教員 



(2) 本学の非常勤講師 

(3) 本学の名誉教授 

(4) 本学が受け入れた研究員 

(5) 都市みらい創造戦略機構委嘱研究員 

(6) 本学の大学院学生 

(7) 本学の学生（科目等履修生、特別聴講学生、特別専攻科生及び特別の課程受講

者を含む。以下「本学の学生」という。） 

(8) 公立大学法人下関市立大学（以下「法人」という。）の役員 

(9) 本学の事務職員 

(10) 次のア又はイに該当し、図書館長（以下「館長」という。）の許可を得たもの 

ア 本学を退職した教員及び事務職員並びに法人を退職した役員（第３号に掲げ

る者を除く。以下「退職者」という。） 

イ 本学の学部卒業生、大学院修了生及び特別専攻科修了生（以下「卒業生等」

という。） 

(11) 下関市内５高等教育機関附属図書館相互利用協定に基づく利用者 

(12) 他の大学、図書館、団体等からの依頼により、館長の許可を得た者 

(13) その他特に館長の許可を得た者 

（利用者証の交付等） 

第５条 前条第１号から第１１号までの規定に該当する者は、図書館を利用するとき

は、下関市立大学図書館利用者証（以下「利用者証」という。）を提示しなければな

らない。 

２ 館長は、前条第１号 、第８号又は第９号の規定に該当する者のうち利用を希望す

るものに対し利用者証を交付する。 

３ 前条第６号又は第７号の規定に該当する者については、本学学長が交付する学生

証をもって利用者証とする。 

４ 前条第２号から第５号まで、第１０号ア若しくはイ又は第１１号の規定に該当す

る者のうち利用を希望するものは、別に定める図書館利用申込書を館長に提出し、

利用者証の交付を受けなければならない。 

５ 利用者証を紛失した者は、別に定める利用者証再交付願を館長に提出し、再交付

を受けることができる。 

６ 利用者証は、他人に転貸してはならない。 

（一時的な利用） 

第６条 第４条第１２号又は第１３号の許可を受けようとする者は、別に定める図書

館一時利用申込書を館長に提出しなければならない。 

（開館時間） 



第７条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。 

(1) 平日 ９時から２０時３０分まで 

(2) 日曜日及び土曜日 ９時３０分から１７時まで 

２ 館長は必要があると認めるときは開館時間を延長し、又は短縮することができる。 

（休館日等） 

第８条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下

「休日」という。） 

(2) １２月２８日から翌年１月３日まで 

(3) 館内整理日（毎月１日（１月にあっては４日）。ただし、その日が休日、日曜日、

土曜日又は定期試験期間中に当たるときは、その日又はその期間以降でその日に

最も近い平日とする。） 

(4) 館長が特に必要があると認めて指定した日 

２ 前項第１号から第３号までの規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めて

指定した日を休館日から開館日に変更することができる。 

 

第２章 管理 

（購入） 

第９条 第４条第１号、第２号及び第４号から第９号までの規定に該当する者は、研

究上、教育上又は学習上必要な図書の購入を、館長に申し出ることができる。 

２ 前項の規定により図書の購入を申し出る場合は、別に定める図書購入申込書を館

長に提出するものとする。 

（寄贈及び寄託） 

第１０条 館長は、図書の寄贈及び寄託を受けることができる。 

２ 寄贈図書には、寄贈者の篤志を記念するため、その氏名を記載することができる。 

３ 寄託図書は、本学所蔵の図書とは別に管理し、帯出は認めない。 

（点検） 

第１１条 館長は、毎年１回所蔵の点検を行うものとする。 

（廃棄） 

第１２条 館長は、汚損、毀損又はその他の事由により必要と認めたときは、別に定

める手続を経て図書の廃棄をすることができる。 

 

第３章 利用 

（館内利用心得） 

第１３条 図書館を利用しようとする者は、入館に際し、利用者証等を用いた手続を



とらなければならない。 

２ 利用者証は、図書館の利用中常に携帯し、図書館の職員から求めがあれば提示し

なければならない。 

３ 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 図書館に関する規程等及び館内に掲示された規則に従うこと。 

(2) 館内では図書館の職員の指示に従うこと。 

第１４条 削除 

（各室等の利用） 

第１５条 図書館のＡＶ室、グループ学習室及びマイクロリーダーコーナーの利用に

ついては、別に定めるところによる。 

（書庫内検索） 

第１６条 書庫内に入って図書を検索できる者は、次のとおりとする。 

(1) 第４条第１号、第８号又は第９号の規定に該当する者 

(2) 第４条第２号から第７号まで及び第１０号から第１３号までの規定に該当する

者で、別に定める書庫内検索願により申し込み、館長の許可を得たもの 

２ 館長は、必要があると認めるときは書庫内検索を禁止することができる。 

（帯出資格） 

第１７条 第４条第１号から第１１号までの規定に該当する者は、図書を帯出するこ

とができる。 

（帯出できる図書） 

第１８条 帯出できる図書の種別は、次のとおりとする。 

(1) 第３条第１号に規定する一般図書 

(2) 第３条第２号に規定する特殊図書のうち、館長が指定した図書 

(3) 第３条第３号に規定する一般資料のうち、最新号を除く逐次刊行物 

（帯出手続） 

第１９条 図書を帯出しようとする者は、希望する図書と利用者証をカウンターの係

員に提出し、帯出の手続をとらなければならない。 

（帯出冊数及び期間） 

第２０条 第４条第１号から第１１号までの規定に該当する者が帯出できる図書の冊

数及び期間は、次のとおりとする。 

帯出者 冊数 期間 

(1) 本学の教員 一般図書及び特殊図書 

５０冊以内 

逐次刊行物    ３冊以内 

一般図書及び特殊図書 

６月以内 

逐次刊行物  １週間以内 



(2) 本学の非常勤講師 一般図書及び特殊図書 

４冊以内 

逐次刊行物     １冊 

一般図書及び特殊図書 

１月以内 

逐次刊行物  １週間以内 

(3) 本学の名誉教授  

(4) 本学が受け入れた研

究員 

(5) 都市みらい創造戦略

機構委嘱研究員  

(6）本学の大学院学生 

一般図書及び特殊図書 

１０冊以内 

逐次刊行物     １冊 

一般図書及び特殊図書 

１月以内 

逐次刊行物  １週間以内 

(7) 本学の学生 

(8) 法人の役員  

(9) 本学の事務職員  

(10) 退職者及び卒業生等 

一般図書及び特殊図書 

４冊以内 

逐次刊行物     １冊 

一般図書及び特殊図書 

２週間以内 

逐次刊行物   ３日以内 

(11) 下関市内５高等教育

機関附属図書館相互利

用協定に基づく利用者 

一般図書      ３冊以内 一般図書     ２週間以内 

２ 本学の学生は、論文作成等特別な研究のため長期に帯出を希望するときは、館長

が特に必要があると認めた場合に限り、前項の規定にかかわらず、別に一般図書４

冊以内を１月以内帯出することができる。 

３ 館長は、長期休業中特に期間を定めて帯出期間の延長を許可することができる。 

（返納） 

第２１条 図書を帯出した者が、次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかか

わらず直ちに図書を返納しなければならない。 

(1) 第１７条の規定による帯出資格を失ったとき。 

(2) 館長が返納の必要を認めてこれを求めたとき。 

（予約） 

第２２条 第４条第１号から第９号までの規定に該当する者は、他の者により帯出中

の図書について、別に定める帯出予約申込書の提出により、帯出を予約することが

できる。 

２ 前項の規定による予約をした者は、図書館から予約した図書が帯出可能となった

旨の通知を受けたときは、速やかに帯出の手続を行うものとする。 

３ 館長は、第１項の規定による予約をした者が、予約した図書が帯出可能となった

日の翌日から起算して１週間を経過しても帯出しない場合は、当該予約を取り消す

ことができる。 

（継続帯出） 



第２３条 第４条第１号から第１１号までの規定に該当する者は、第２０条の規定に

よる帯出期間を超えて当該図書の帯出を希望するときは、他に閲覧又は帯出の申し

出がなく、かつ、当該帯出期間内に図書館において継続帯出の手続を行った場合に

限り、帯出を継続することができる。この場合において、継続帯出ができる回数は、

１回までとする。 

２ 館長は、必要があると認めたときは、帯出の継続について前項の規定によらない

取り扱いをすることができる。 

（転貸の禁止） 

第２４条 図書を帯出した者は、帯出した図書をいかなる場合にも転貸してはならな

い。 

（相互利用） 

第２５条 第４条第１号、第２号及び第４号から第９号までに該当する者が他の大学

図書館等の利用を希望するときは、別に定める他大学図書館等利用申出書により館

長にその旨を申し出るものとする。 

２ 館長は、他大学図書館等から図書館の利用の申し出があったときは、本学の教育

及び研究に支障がないと認めた場合に限り、許可することができる。 

３ 前２項に要する経費は、利用者が負担するものとする。 

（複写） 

第２６条 館長は著作権法（昭和４５年法律第４８号）第３１条の規定に基づいて、

利用者の求めに応じ図書の一部分について複写し、複写物を一部提供することがで

きる。 

２ 利用者が学術研究などのため本学所蔵の図書の複写を希望するときは、別に定め

る文献複写申込書により館長に申し込むものとする。 

３ 第４条第１号、第２号及び第４号から第９号までに該当する者が学術研究などの

ため他大学図書館等が所蔵する図書の複写を希望するときは、別に定める他大学図

書館等文献複写申込書により館長に申し込むものとする。 

４ 複写により当該図書に関し著作権法上の問題が生じたときは、その責任は利用者

が負うものとする。 

５ 複写に要する経費は、利用者が負担するものとする。 

 

第４章 分置 

（分置） 

第２７条 館長は、本学の役員、教員又は事務職員から図書の分置について申請があ

り、図書の分置が必要と認めたときは、図書の分置をすることができる。 

２ 分置する図書の冊数は、館長が認めた範囲とする。 



３ 館長は、図書を分置するときは、図書館備え付けの分置原簿に記入しなければな

らない。 

（管理責任） 

第２８条 前条第１項の規定により分置した図書の管理責任は、分置を申請した者が

負うものとする。 

２ 異動等により、管理責任を負う者を交替する必要があるときは、館長に速やかに

届け出なければならない。 

第２９条 削除 

（点検） 

第３０条 館長は、図書管理上必要があると認めるときは、分置した図書の点検をす

ることができる。 

（分置の取消） 

第３１条 館長は、必要と認めたときは、分置を取り消すことができる。 

 

第５章 公開 

（公開） 

第３２条 本学は、学術研究又は調査を目的とする下関市民等に対して図書館を公開

することができる。 

（利用資格） 

第３３条 前条の規定により図書館を利用できる者は、次の各号の一に該当する者と

する。ただし、大学受験等のための利用を除く。 

(1) 下関市内に住所を有する者 

(2) 下関市内に事業所を有する者又は下関市内の事業所に勤務する者 

(3) その他特に館長の許可を得た者 

（公開日） 

第３４条 第３２条の規定により図書館を公開する日は、次の各号に該当する日を除

く図書館の開館日とする。 

(1) 本学の定期試験期で、館長が必要と認める期間 

(2) 前号に規定するもののほか館長が必要と認める期間 

（利用申込み） 

第３５条 第３２条の規定により図書館を利用しようとする者（以下「公開利用者」

という。）は、別に定める図書館利用申込書を提出しなければならない。 

（利用者証） 

第３６条 館長は、前条の申込書により利用目的等が適当と認めたときは、申込者に

利用者証を交付する。 



２ 前項の利用者証の有効期間は、発行の日から当該年度末日までとする。 

（利用の範囲及び方法） 

第３７条 公開利用者は、図書の閲覧、帯出及び複写に限り、図書館を利用すること

ができる。 

２ 公開利用者が帯出できる図書は、第１８条第１号に該当する図書のうち２冊以内

とし、帯出できる期間は２週間以内とする。 

３ 公開利用者の図書館の利用については、第７条、第１３条、第１６条、第１９条、

第２１条、第２４条及び第２６条の規定を準用する。 

４ 前３項に定めるもののほか、公開利用者の図書館の利用に関し必要な事項は、別

に定める。 

 

第６章 雑則 

（帯出停止等） 

第３８条 帯出した図書の返納を延滞したときは、帯出を一時停止する。 

２ 館長は、帯出期限を過ぎた図書の返納催告及び回収に要する費用を、帯出した者

に実費負担させることができる。 

（弁償） 

第３９条 図書を紛失、汚損又は毀損した者は、同一図書又は館長の指定する図書で

弁償しなければならない。 

（利用停止又は禁止） 

第４０条 館長は、この規程及び他の図書館に関する諸規則を守らない者に対して、

図書館の利用を停止又は禁止することができる。 

（雑則） 

第４１条 この規程に定めるもののほか、図書館の管理運営等について必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則 

（施行日） 

１ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

（下関市立大学附属図書館規程等の廃止） 

２ 次の各号に掲げる規程は、廃止する。 

(1) 下関市立大学附属図書館規程（平成１９年規程第５５号） 

(2) 下関市立大学附属図書館公開規程（平成１９年規程第５５号の２） 

（経過措置） 

３ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）前に、廃止前の下関市立大学附属



図書館規程（平成１９年規程第５５号）又は下関市立大学附属図書館公開規程（平

成１９年規程第５５号の２）の規程によりなされた手続その他の行為は、この規程

の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成 23 年 11 月 1 日規程第 24 号） 

この規程は、平成２３年１１月１日から施行する。 

附 則（平成 25 年 3 月 28 日規程第 11 号） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（令和 3 年 3 月 23 日規程第 25 号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和 4 年 3 月 23 日規程第 8 号） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 


